
板倉町空き家除却補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、板倉町内に存在する老朽化した空き家の除却を促進し、生活環境の

保全及び地域の安全確保を図るため、空き家の除却工事を行う者に対し、予算の範囲内

において板倉町空き家除却補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

板倉町補助金等の交付に関する規則（平成２２年板倉町規則第１号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

(1) 空き家 町内に存する居住の用に供されていた一戸建ての専用住宅又は併用住宅

で、現に居住又はその他の用に供されていないものをいう。

(2) 所有者等 空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている個人をいう。た

だし、当該空き家が未登記である場合は、固定資産税課税台帳に所有者として記載され

ている個人をいう。

(補助対象となる空き家)

第３条 補助対象となる空き家は、町内に存する昭和５６年５月３１日以前に建築基準法

(昭和２５年法律第２０１号)第６条第１項に規定する確認を受けて建築された建物とす

る。

(補助対象者)

第４条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。ただし、補助対象

空き家の所有者等が複数いる場合は、その代表者１名を補助対象者とする。

(1) 補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳）に所有者

として記録されている者

(2) 前号に規定する者が死亡している場合は、その者の法定相続人

(3) 前２号に準ずる者として町長が適当と認める者

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としな

い。

(1) 補助対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合で、補助対象空き家の共有

者全員又は相続人全員から当該空き家の除却についての同意を得られないもの。ただ



し、やむを得ない事情により同意を得られない場合において、補助金の交付を受けよ

うとする者が空き家の除却に係る誓約書を提出できる場合についてはこの限りでない。

(2) 町税等の滞納がある者

(3) 板倉町暴力団排除条例(平成２４年板倉町条例第１６号)に規定する暴力団員であ

る者

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者

(5) その他町長が不適当と認める者

(補助対象工事)

第５条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものと

する。

(1) 補助対象となる空き家の全てを取り壊す工事であること。

(2) 解体工事を施工することができる建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条第１

項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４

号。以下「建設リサイクル法」という。)第２１条第1項の登録を受けた事業者が請け負

う工事。

(3) 第１０条の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した工事である

こと。

(4) 第１０条の規定による交付決定通知書の通知の日の属する年度内に終了する工事で

あること。

（補助対象経費）

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用とする。ただし、

次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象経費としない。

(1) 空き家の一部のみを除却する工事の費用

(2) 門扉、塀、物置、浄化槽、機械、車両、家財道具、立木の撤去、運搬及び処分に要す

る費用

(3) 公共事業による移転等の補償対象となっている空き家の除却に係る費用

（補助金の額）

第７条 補助金の額は、空き家の除却に要する経費の２分の１以内とし、限度額は２０万

円とする。ただし、補助金の額に１,０００円未満の端数がある場合は、これを切り捨て

たものとする。



（事前相談）

第８条 補助対象者は、あらかじめ町長と協議するものとする。

（交付申請）

第９条 補助金の交付を受けようとする者は、板倉町空き家除却補助金交付申請書（別記

様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家の位置図及び現況写真

(2) 補助対象工事に要する費用に係る見積書又は明細書の写し

(3) 当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の補助対象となる空き家の固

定資産評価証明書の写し等)

(4) 申請者が板倉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する

暴力団排除に関する誓約書並びに承諾書(別記様式第２号)

(5) 共有に係る空き家の場合は、補助対象空き家の共有者全員の空き家の除却に係る同意

書(別記様式第３号。以下「同意書」という。)

(6) 遺産分割前の共有遺産に係る空き家の場合は、補助対象空き家の相続人全員の同意書

(7) 当該空き家の所有者等から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である

場合は、同意書及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し

(8) 当該空き家の所有者等の相続人から当該空き家の除却について同意を得た者が申請

者である場合は、同意書、戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書

の写し

(9) 当該空き家の共有者全員又は相続人全員から当該空き家の除却について、やむを得

ない事情により同意を得られない場合は、同意書に代わる書類として空き家の除却に

係る誓約書(別記様式第４号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

２ 前項各号に掲げる書類のうち、町長が必要でないと認めたものについて

は、その添付を省略することができる。

（交付決定）

第１０条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、現地調査を行い、その内容を

審査し補助金交付の可否を決定し、その旨を板倉町空き家除却補助金交付（不交付）決

定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。



２ 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする際に、補助金の交付

の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第１１条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該

交付決定の内容を変更するときは、速やかに板倉町空き家除却補助金交付変更申請書(別

記様式第６号)に変更の内容を確認できる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。

２ 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額等の変更を決定し

たときは、板倉町空き家除却補助金交付変更承認決定通知書(別記様式第７号)により、

その旨を交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り

消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき

(2) 交付決定の条件に違反したとき

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、板倉町空き家除却補助金交

付取消通知書(別記様式第８号)により、当該交付決定者に対し通知するものとする。

（補助対象工事の中止)

第１３条 交付決定者は、交付決定後、空き家の除却工事を中止する必要が生じた場合は、

板倉町空き家除却補助金工事中止届(別記様式第９号)に、第１０条第１項の規定により

通知された板倉町空き家除却補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければなら

ない。ただし、第１１条第１項の規定により申請内容を変更したときは、同条第２項に

規定する板倉町空き家除却補助金交付変更承認決定通知書を板倉町空き家除却補助金交

付決定通知書に代わり町長に提出しなければならない。

２ 町長は、前項の中止届の提出があったときは、交付決定を取り消し、前条第２項の板

倉町空き家除却補助金交付取消通知書により、交付決定を受けた者に対し通知するもの

とする。

（補助対象工事完了報告)

第１４条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、補助対象工事が完了した日か

ら起算して１月を経過した日又は交付決定を受けた日が属する年度の１月末日のいずれ



か早い日までに、板倉町空き家除却補助金工事完了報告書(別記様式第１０号)に次に掲

げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の請負契約書の写し

(2) 補助対象工事に要する費用に係る領収書等の写し

(3) 補助対象工事の着手前と完了後の写真

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)第１２条の３第

１項に規定する産業廃棄物管理票(E票)の写し

(5) 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第１５条第１項の規定による建築物除却

届の写し

(6) 補助対象工事が建設リサイクル法第９条第１項に該当する解体工事である場合は、

同法第１０条第１項による届出を行ったことを証する書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（補助金の額の確定)

第１５条 町長は、板倉町空き家除却補助金工事完了報告書の提出があった場合は、その

内容を審査し、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、板倉町空き家除却

補助金額確定通知書(別記様式第１１号)により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付)

第１６条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、板倉町空き家除却補助金請求

書(別記様式第１２号)を町長に提出しなければならない。

２ 町長は、前項の規定による請求に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。

（補助金の返還)

第１７条 町長は、第１６条の規定により補助金の交付した後、補助金の交付を受けた者

がこの要綱に違反し、補助金の交付を受けたことが認められた場合、補助金の返還を求

めるものとする。

２ 町長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、板倉町空き家除却補助金返

還命令通知書(別記様式第１３号)によるものとする。

（跡地の管理)

第１８条 交付決定者は、周辺の生活環境を損なうことがないよう跡地を適正に管理しな

ければならない。

（その他)



第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和８年４月１日から施行する。


